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～労災保険のスペシャリスト～



労働局は、働く人のための、

・ 仕事の確保（職業安定行政）

・ 職業能力の向上（人材開発行政）

・ 労働条件の確保（労働基準行政）

・ 働き方改革（雇用環境・均等行政）

など、「働く」ということに関連する様々な行政分野を、

総合的・一元的に運営しながら、地域に密着した労働行政

を担うことを目的とした、厚生労働省の地方機関です。

地域の総合労働行政機関として、仕事を探している人、

働く人、事業を行っている人などと広く接し、様々な相談

に対応したり、課題の解決に取り組んでいます。

また、東京労働局の各行政分野は、働く方を直接支援す

る第一線機関を有しており、労働基準行政の第一線機関で

ある「労働基準監督署」、職業安定・人材開発行政の第一

線機関である「ハローワーク」があります。

労働局の概要

すべての人々が、その能力を最大限に発揮して働けるようにするとともに、

人材を求める企業のニーズに応えることなどを目的としています。

求職者と求人者を結びつける職業相談・職業紹介、労働者が失業した場合の

失業等給付の支給、障害者・高齢者などの就職促進等の業務を行っています。
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すべての人々が能力を高め、各々に適した仕事に就けるよう支援することを

目的としています。

スキル向上・キャリア開発に向けた支援を通じて、働く人の未来への挑戦に

しっかり寄り添うことで、すべての人が持てる能力を存分に発揮し、いきいき

と働くことのできる社会の実現を目指します。

人材開発行政

労働条件の向上、労働者の安全と健康の確保を図ることを目的としています。

労働者の業務災害・通勤災害について、必要な保険給付を行う制度の運営や

事業主が納付する労働保険料の徴収などの業務を行うとともに、長時間労働の

抑制、賃金の確実な支払い、不適切な解雇の防止、労働災害の防止などを推進

しています。

労働基準行政

働き方改革を進め、誰もがいきいきと働きやすい雇用環境を実現することを

目的としています。

法律や制度の周知、事業主への指導、相談受付、紛争解決援助などを実施し、

非正規雇用労働者の待遇改善、ハラスメント対策の推進、女性の活躍推進、

ワーク・ライフ・バランスの推進などに取り組んでいます。

雇用環境・均等行政



労働基準行政の組織

労働基準行政の組織は、厚生労働大臣の下に労働基準

局が、各都道府県には都道府県労働局が、さらに第一線
機関として3 2 1 の労働基準監督署が置かれています。こ
れらはすべて国の機関です。

労働基準行政においては、国民を対象とした行政活動
の多くを、第一線機関である労働基準監督署において展
開しています。 ※都道府県労働局及び労働基準監督署の組織図は

一例であり局・署によって異なります

労災課



青梅労働基準監督署

八王子労働基準監督署

立川労働基準監督署

三鷹労働基準監督署

八王子労働基準監督署町田支署

新宿労働基準監督署

池袋労働基準監督署

王子労働基準監督署

上野労働基準監督署

足立労働基準監督署

向島労働基準監督署渋谷労働基準監督署

品川労働基準監督署

大田労働基準監督署

江戸川労働基準監督署

三田労働基準監督署

中央労働基準監督署

亀戸労働基準監督署

奥多摩町

清瀬市

檜原村 あきる野市

日の出町

青梅市

羽村市

瑞穂町

八王子市

福生市

武蔵村山市

昭島市

立川市

東大和市

東村山市

小平市

国分寺市

国立市

小金井市

府中市

日野市

多摩市 稲城市

町田市

東久留米市

武蔵野市

調布市

練馬区

豊島区

杉並区

西東京市

三鷹市

狛江市

板橋区

中野区

世田谷区

新宿区

渋谷区

品川区

港区

千代田区

北区

目黒区

大田区

中央区

文京区

足立区

荒川区

台東区

葛飾区

墨田区

江戸川区

江東区

労働基準監督署一覧



厚生労働事務官（労働基準行政）の仕事

 東京労働局又は労働基準監督署で、

労災保険、労働保険などの仕事を担当します。

労災保険業務
労災保険は、働く人が仕事や通勤によって怪我をした場合に、その怪我に対する補償をする保険です。

補償内容には、療養補償（治療費）、休業補償、障害補償等がありますが、

・労災保険の請求受付・審査【認定】

・労災保険の適正管理 ｅｔｃ.
の仕事を行います。

労働保険適用・徴収業務
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、働く人を雇う事業主の方が加入する保険です。

・労働保険の加入受付・審査

・労働保険が適正に申告されているかの調査 ｅｔｃ.
の仕事を行います。

労働局での業務
労働局では、労災保険・労働保険の仕事のほか、勤務する職員の勤務時間や人事などの総務や、

給与の支払いなどの会計に関する仕事等も行っています。



労災保険の種類

仕事中・通勤中
に負傷

療養（補償）給付
治療や薬剤の支給

休業（補償）給付
療養のため労働することが
できず、そのために賃金を

受けていない際の補償 

障害（補償）給付
負傷や疾病が治ったとき、

身体に一定の障害が
残った場合の補償

遺族（補償）給付
業務または通勤が原因
で亡くなった労働者の

遺族に対し支給



労災保険業務の流れ

１相談・受付

2 調査

労働基準監督署の労災課(労災保険給付の受付窓口)
には、仕事中や通勤途中の災害により負傷した労働者
やその労働者の事業主等が窓口を訪れます。

労災保険に関する相談や労災保険の給付請求書の記
入方法等の質問に対して、相手の立場に立って話を聞
き、必要な手続きについて案内します。

また、電話で相談を受けることもあります。

窓口で給付請求書を受付しても、その場ですぐに支
給手続きができるわけではありません。

労働者のケガや病気の原因が、仕事や通勤に伴うも
のであったかを確認するため調査を行います。

保険給付の判断決定までに約６か月かかる事案もあ
ります。



さてここで考えてみましょう。
下記のような事例は、労災に該当するでしょうか？

昼休憩中に、定食屋さんに向かう途中の道で転倒し、怪我をしました。
このような場合は労働災害に該当するでしょうか？

解説は本説明会の後半で！！



調査の流れ

請求書に記載されている
内容の確認

必要に応じて様々な調査を行う

請求人聴取、現場の確認

関係者聴取
資料収集
・分析

過去の病歴の確認

当時の健康状態の確認

認定・不認定の決定

いつケガしたのか？

どのような労働災害が
あったのか？

どのようなケガ
なのか？

他の原因はないか？

労災請求書見本

鋳物工場内の２階倉庫か
ら１階作業場に通じる階段
において、木箱（６５×４
５×２０ｃｍ）を倉庫から
搬出作業中、後ろ向きに階
段を下っていたため、足を
踏み外し、約１．７ｍ下に
転落し、左足首を捻挫した。



調査手法①

【災害現場確認】

労災請求人が働いている現場や災害発生場所へ直接行き、仕
事内容や仕事で使用する道具、災害発生の状況等を確認します。

現場に足を運んで自分の目で実際に見ることで、書類だけでは
見えなかったことを発見できることがあります。

【聴取】

労災請求人や関係者と面談し、災害の状況、残業時間等の主張
を相手から聴き取り、聴取書を作成します。

話を聴きながら内容を記録し、作成した聴取書の内容を相手に
確認してもらい、印鑑を押印してもらいます。

相手の合意の上で署名・押印をもらいますので、重要な証拠資
料となります。



調査手法②

【病院へ意見書依頼】

労災請求人が受診している病院の医師へ意見書という文書の作成
を依頼します。

意見書とは請求人の傷病年月日や傷病名、発症原因、治療内容等
の医学的な意見を医師に記載してもらう書類です。

請求があった傷病はどのような原因で起こる症状なのか、主張し
ている業務内容で起こり得ることなのか等、医学的な観点からの意
見を述べてもらいます。

【障害認定】

仕事中等の負傷により後遺症が残ってしまった場合、労災保
険法で定める障害等級に該当するか判断するため、労災請求人
に来署してもらい、後遺症の状態を確認します。整形外科の医
師と一緒にレントゲンを確認したり、関節の角度計測の補助等
を行います。

医師と一緒に仕事をすることで、医学的知識が身に付くこと
もあります。



調査手法③

【客観的資料の収集】

労災請求人が勤務する事業場へ、タイ
ムカードや作業日誌等の提出を依頼し、
客観的な証拠となる資料を収集します。

このような資料から、労災請求人が主
張していることと相違がないかを確認し
ていきます。

【仕事以外の要因の確認】

労災請求人の持病の有無等を確認する
ため、健康保険組合など関係機関に資料
の提供依頼や、関係者から話を聞くこと
があります。

これらの調査を経て確認した事
実関係から、労災保険給付の可
否を判断します。

どの程度調査を要するかは請求
の内容により異なります。



労災保険業務の流れ

３ 復命書の
作成

４ 労災保険
の給付

これまでの調査で確認した事柄を取りまとめた報
告書（監督署では復命書と言います。)を作成しま
す。

復命書は監督署として労災保険給付の可否を判断
するために作成する書類で、復命書の内容を基に監
督署長が最終的に処分決定します。

監督署長の決定を受けて、労災保険の支給（不
支給）手続きを行います。請求人やその家族の生
活の早期救済を図るため、迅速な給付決定が求め
られています。

支給決定通知見本



先ほどの解説です。

昼休憩中に、定食屋さんに向かう途中の道で転倒し、怪我をしました。
このような場合は労働災害に該当するでしょうか？

⇒ 休憩時間については、労働基準法で「使用者（事業主）は休憩時間を自由に利用
 させなければならない」と定められています（第３４条第３項）。
 そのため、休憩時間中に行った個々の行為は“私的行為（私用）”であり、事業主
 がその責任を負うものではないため、一般的には労働災害とは認められません。

 ただし、外出しようと会社内の廊下を歩いていたところ、濡れて
 いたため滑った等、会社施設の管理状況に問題があった場合には
業務災害となる場合もあります。



労働保険適用・徴収業務について

労災
保険

雇用
保険

労働保険 労災保険：
業務中や通勤中の負傷等に際して給付を受けるための保険

雇用保険：
失業した際に失業給付を受けるための保険

※事業主が加入(強制加入)

労働保険適用・徴収業務とは

・労働保険の加入手続き

・保険料の申告受付及び徴収の業務

・保険料が適正に申告納付されているかの確認のための会社へ

の立入調査

・保険料を滞納している会社に対する指導

・労働保険未加入の会社に対する指導、強制加入、財産差押え

   …etc 労働保険パンフレット



労働保険適用・徴収業務の内容

２ 年度更新

事業主は１年に１度、従業員に支払った総賃金から算定した
保険料（確定保険料）と、当年度に支払いが予想される賃金額
から算定した保険料（概算保険料）を計算して申告書を作成し、
所轄都道府県労働局又は労働基準監督署に提出します。この手
続きを年度更新といいます。

毎年、6/1～7/10が年度更新の期間となっており、この時期
は多くの事業主や会社の経理担当の方が保険料計算の相談や申
告・納付のために窓口を訪れます。

１ 加入の相談・受付

労働保険は、国の強制加入保険です。
事業主は労働者を１人でも雇った場合、加入手続きが必要となります

ので、労災課では手続きについて案内し、提出された書類の内容を審
査・受付します。

年度更新の様子



労働保険適用・徴収業務の内容

４ 算定基礎調査

３ 加入促進

毎年11月を「労働保険未手続事業場一掃強化期間」として、市区
町村や商工会議所、労働保険事務組合（民間の委託団体）等と協力
し、労働保険の広報を行っています。

また、電車内や駅構内、インターネット検索サイト等へ広告掲載
をお願いするなど、労働保険加入手続きの重要性を広く周知してい
ます。

労働保険が適正に申告・納付されているかを確認するため、
調査対象の事業場へ赴きます。

事業主から、事業内容の確認できる書類や賃金台帳等の給
与データを提出してもらい、当初申告のあった保険料に誤り
がないかを細かく計算していきます。



この労働保険の保険料は、不慮の事故や失業の際の生活を支えるための保険給付はもちろん、災害防止活動や雇
用の安定のための各種の助成金、労働者の能力開発などにも使われています。

守る責任。加入する義務。

現在、東京都内では844万人（※）もの方が就業してい

ます。この844万人もの労働力は我が国の経済活動の基礎

であり、とても大事な国の財産です。そして、この大事な財産

を根本で守っているのが、労働者のセーフティネットである労働

保険です。

この労働保険の保険料は、不慮の事故や失業の際の生活

を支えるための保険給付はもちろん、災害防止活動や雇用

の安定のための各種の助成金、労働者の能力開発などにも

使われています。

※ 令和６年度「労働力調査」より



この労働保険の保険料は、不慮の事故や失業の際の生活を支えるための保険給付はもちろん、災害防止活動や雇用の
安定のための各種の助成金、労働者の能力開発などにも使われています。

若手職員インタビュー

業務説明会に参加して、労災という業務内容に興味を持ちました。障害認定で普段聞か
ないような医療知識を聴くことができること、また、実際に負傷した場所を調査しに行くこともあ
るということに惹かれました。

東京労働局は窓口に来庁される方や電話のお問い合わせが多く、自分が聞いたことがない
ような問い合わせを受けることもあって、すぐにお答えができない時に、とても難しい仕事だなと
感じます。
でも、また同じような質問を受けた時に、その経験を活かしてスムーズに回答することができた

時は、自身のスキルアップを実感することができ、とてもやりがいを感じます。

採用前のイメージは、１人で黙々と仕事を進めていくものだと思っていました。でも実際に仕
事に就いてみて、労働災害に遭われた方のお話しを聞いたり、上司や先輩に相談したり、人と
会話することが多い仕事だなと感じています。
わからないことがあれば、的確にアドバイスしてくれる上司や先輩ばかりで、相談もしやすく、と

ても温かい職場だなと思います。

今はまだ、どの様な仕事をしたいか悩んでいる方もいると思います。
当時の私もどんな仕事に就きたいかとても悩んでいました。もし、同じような悩

みを抱えているようなら、積極的に業務説明会に参加して、質問したり、職場
の雰囲気を感じ取ってみてください。
皆さんと働ける日を楽しみにしています。

Ｑ２ 仕事で大変だったこと、やりがいを感じたことを教えてください

Ｑ３ 採用前と採用後で仕事に対するイメージは変わりましたか？

Ｑ４ 受験生へメッセージをお願いします

Ｑ１ 志望動機を教えてください

菊地 萌慧

令和６年 厚生労働事務官採用

令和６年 中央労働基準監督署労災課

現職

お待ちしております！

労働基準局広報キャラクター

「たしかめたん」



厚生労働事務官のある１日

8:30
（始業）

12:00

17:15
（終業）

窓口応対業務
  8:30の開庁時間になったら窓口を開け、来署した労働者から労災の相談を受けたり、事業主が持
参した労働保険料申告書の受付、書き方等を説明します。

請求書審査
  窓口業務の合間に、提出された労災保険請求書に誤りや不足がないか審査します。
不備があれば本人や事業場の担当者に電話等で確認します。

聴取
  労災請求人に来署していただき、災害発生時の状況や、業務内容などを詳しく聴き取ります。

復命書作成
これまでの調査で確認した内容を取りまとめた復命書（報告書）を作成し、上司の決裁を仰ぎ

ます。

ランチ
1時間休憩し、リフレッシュ。午後の業務に備えます。

退勤
  翌日に行うことを整理し、窓口を閉め、机の上を片付けて業務終了です。
仕事の進捗状況によっては残業をすることもあります。



この労働保険の保険料は、不慮の事故や失業の際の生活を支えるための保険給付はもろん、災害防止活動や雇用
の安定のための各種の助成金、労働者の能力開発などにも使われています。

育児休業

向島労働基準監督署労災課 関 真也（平成20年度入省）

部署異動をした令和6年4月に長女が産まれました。
異動してすぐに育児休暇を取得することになりましたが、「おめでたい事だから」と職場の上司や同
僚に快く送り出していただき、担当業務のフォローもしていただきました。
東京労働局では男性も積極的に育休取得するよう推奨されており、通常の育児休業のほかに、
産まれてすぐの「産後パパ育休」制度があります。
第１子だったため、夫婦一緒に最初の育児に奮闘でき、貴重な時間を家族全員で過ごすことが
できました。

渋谷労働基準監督署労災課 中野 沙耶（平成20年度入省）

私は令和5年7月に第3子を出産しました。
妊娠を上司に報告してからは業務量を調整していただきました。上司や同僚から体調
や仕事量についてお声がけをいただき、落ち着いた気持ちで産休に入ることができまし
た。また、保育園の空きがなくて希望していた年度途中で復職することができなかったの
ですが、育休を延長することを快く認めていただきました。
育休を取得することで下の子だけでなく上の子たちと関わる時間も持てて、子供の成長
を見守れる、かけがえのない時間を過ごすことができました。

東京労働局の育児休業取得率は、男女ともに100％（※）となっており、仕事と家庭の両
立がしやすいように職場全体でサポートしています。 （※R6年度実績）



この労働保険の保険料は、不慮の事故や失業の際の生活を支えるための保険給付はもろん、災害防止活動や雇用
の安定のための各種の助成金、労働者の能力開発などにも使われています。

研修制度

【新規採用者向け研修】
新規採用研修    ～4月第1週目に開催
労働行政職員（基礎）研修 ～5日間

【管理者等研修】
労働基準監督署課長研修 ～5日間 等

【専門研修】
労災保険給付専門研修  ～8日間
労災診療費審査専門研修  ～8日間
労働保険適用徴収専門研修 ～4日間 等

【その他】
各種配置換職員研修
プレゼンテーション研修
パソコン研修 等

労災補償業務初級研修の様子



働局は基本転居する必要がなく、ライフプランが非常に立てやすい職場です。

安定のための各種の助成金、労働者の能力開発などにも使われています。Ｈｈｎ

入省後のキャリアパス

  国家公務員といえば全国転勤が一般的ですが、労働局は採用された都道府県内での異動のみとなります。
  東京労働局内の人事異動については、おおよそ２～３年毎に労働局（九段下）又は
東京都内18の監督署に勤務することになります。
   居住地を考慮して勤務先が決まるため、基本転居する必要がなく、東京都内は交通
網も発達していますので、ライフプランが非常に立てやすい職場です。

【人事異動】

係員級 課長（補佐） 、統括級主任・係長・専門官級 労働局の幹部職員

係員

監督署、労働局で
の窓口業務
（労災保険の請求
対応など）

事
務
官

基
準

主任・係長 専門官

労災補償業務、
労働保険適用・
徴収業務、
管理業務など

過労死などの複雑な
労災請求の審査業務
管理業務など

監督署課長

労働局専門官

労働局課室長補佐

部下のマネジメント、組織内
の業務調整
労働局において労災補償業
務などの企画・運営

監督署や労働局の

幹部職員

各組織の統括・運営

多 く の 業 務 を 幅 広 く 経 験 し 、
基 礎 を 形 成 し て い く 期 間

専門性を形成 してい く期間 マ ネ ジ メ ン ト 力を養成する期間 組織の リ ーダーと し ての期間

※ 実際の東京管内の監督署では、係員、主任・係長等に関わらず、皆で協力して窓口業務を行い、また係員も
労災補償・労働保険適用徴収の審査業務に携わっています。



給与・勤務時間

初 任 給
一般職（大卒程度）採用の場合220,000円、一般職試験（高卒程度）採用の場合188,000円

 勤務地によって地域手当が加算（東京特別区内：20％）

諸 手 当
通勤手当、扶養手当、住居手当（最高限度月額28,000円）、
超過勤務手当など

昇 給 原則年1回

賞与（ボーナス）
期末手当、勤勉手当として、1年間に俸給の月額等の約4.5ヶ月分
（6月、12月に支給）

勤務時間
1日7時間45分

（午前8時30分から午後5時15分まで、又は午前9時から午後5時45分まで）

休 暇 等
年次休暇：20日 ※4月1日採用の場合、採用年は15日

 残日数は20日を限度として翌年に繰り越し
 その他病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等）、介護休暇等

休 日 土・日、祝日等・年末年始（12月29日～1月3日）

R7.4.1現在

超過勤務（残業）時間は
月平均10時間/１人

※ R6年実績

年次休暇取得日数
年平均17.4日/1人

※ R6年実績

東京労働局では、毎週水・金曜日を一斉定時退庁日（ノー残業デー）としており、５月と10月を「超過
勤務縮減月間」として、残業を減らせるように取り組んでいます。
また、月１日のマンスリー休暇（年次休暇）の取得を奨励し、ワークライフバランスの実施に努めています。



採用実績

【過去5年間の採用者数】

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度

大卒程度 ４（１） ７（３） ４（２） ６（１） １１（４）

高卒程度 ５（２） ７（６） ８（５） ７（６） ９（２）

合計 ９（３） １４（９） １２（７） １３（７） ２０（６）

※ 採用実績欄の（ ）はうち女性の数を示します。 
※ 既卒者の方は、中途採用の枠もあります。（10月１日付け採用など）

【参考】

・ 職員数：約740人（労働基準系統のみ）

・ 職員全体の男女比 男性６ ： 女性４
ただし、非常勤職員も含めると男女比はほぼ同数です



職員からのメッセージ

国家公務員や行政職員としての仕事はどのようなものがあるのか、イメージすることが難しい方も多いかと思います。私自身も、
公務員として仕事をしている具体的な自分の姿があまり想像できないなか、就職活動をしておりました。そんな中、東京労働局の業
務説明会に参加した際に、「働く人」の助けとなる労災補償業務に関心をもち、官庁訪問に参加したのち東京労働局に入省いたしま
した。

私は現在、業務中や通勤中に負傷された労働者の方への治療費や休業補償といった労災保険給付や、労働保険の適用業務を行って
おります。専門用語や覚えることが多い仕事ですが、会社や労働者の方からの「助かりました」といった声が非常に励みになってお
ります。こつこつと日々の業務を行うことで自分のできる範囲が広がり、行政職員として成長を実感できることも、非常にやる気に
つながっております。

また、年代問わず接しやすい職員が多く、とても働きやすい環境で仕事ができております。特に同年代とのつながりは非常にあり
がたい存在であり、仕事中ではお互い高めあいながら業務を行うことができ、仕事以外でも良好な関係性を築いていることを嬉しく
感じています。個人としても休暇を取りやすい環境であることは、この職場の魅力の一つかなと思います。

東京労働局の仕事に少しでも興味のある方は、ぜひ説明会や官庁訪問に参加してみてください。皆さんと一緒に仕事ができること
を楽しみにしています。

池袋労働基準監督署
労災課
津守 潤弥（R4入省）

労働局及び労働基準監督署とは、何をしているところ？と疑問に思う方が多数だと思います。
ズバリ、労働者の生命や生活を守るために様々な仕事を行っている機関です。労働者を守るということはそ

の家族も守ることになり、そうすることで国民も守ることにつながり、結果として社会全体に貢献することに
なります。

その中でも私たち労働基準行政職員は、労働者のセーフティネットである労働保険の運営、業務中の災害や
通勤中の災害に対する様々な補償業務、人事、会計、庶務など多岐にわたり業務を行っているので、幅広い業
務経験が可能です。

公務員には、安定した雇用と良好な労働条件があります。ぜひ皆さんには、東京労働局及び労働基準監督署
の一員となって、将来性のある公務員生活を始めてほしい！

是非とも東京労働局の扉を叩いてみてください。仲間があなたを待っています！

先輩からのメッセージ

労働者を守る、国民を守る

労働保険徴収部適用・事務組合課長 浅川勲 昭和６１年入省 中央労働基準監督署副署長等歴任

令和６年現職
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